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防 情 公 審 第 5 4 号        

平成２６年（2014 年）３月２８日 

 

 

防府市長  松 浦 正 人 様 

 

 

                     防府市情報公開審査会 

会 長  清 水  博 

 

 

防府市情報公開条例第１４条に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年９月９日付け防電第３５０号による下記の諮問について、別紙のとおり答

申します。 

 

記 

 

１ 防電第３５０号 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○の会議の復命書を非公開とした決定に

対する異議申立てについて 
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別  紙 

 

   答   申 

 

１ 審査会の結論 

  防府市長(以下「実施機関」という。)が、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○の会議の復命書(以下「復命書」という。)を非公開とした決定は妥当である。 

 

 

２ 異議申立てに至る経緯 

年 月 日   経  緯  等 

平成２５年 ６ 月１３日 

平成２５年 ７ 月２６日 

 

平成２５年 ９ 月 ３ 日 

公文書公開請求の受付 

実施機関において請求に係る公文書を非公開と決定し

た。(防電第２４７号) 

公文書非公開決定に係る異議申立書の受付 

 

 

３ 異議申立人の主張 

（１）異議申立ての趣旨 

防府市情報公開条例(以下「条例」という。) 第８条の規定に基づく本件文書の公開 

請求に対し、平成２５年７月２６日付け防電第２４７号により実施機関が行った公文書

非公開決定について、これを取り消し、公開することの決定を求めるというものである。 

 

（２）異議申立ての主な理由 

条例第６条第１項第２号は、非公開の理由とはならない。この○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○に関する情報は、すべて公開されなければならないものと考

える。 
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４ 実施機関の意見又は説明の概要 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する情報であり、公開され

ることにより、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれ、今後の事業活動に

おいて不利益を招く恐れがあることから、条例第６条第１項第２号の規定に基づき、

非公開と決定したものである。 

 

 

５ 審査会の判断 

  最初に、実施機関が復命書を非公開とした理由について検証した。 

復命書で報告されている会議は、ある法人が主催する会議でその内容は公開されてお

らず、加えて開催年月日、開催場所も関係者のみにしか周知されていない。そのため、

復命書には主催法人を含む複数の法人に関する本来実施機関が知ることができない

様々な情報が記載されている。また、その具体的内容についても、法人の事業に対する

考え方及び今後の事業方針等が網羅されている。これらの情報は、公開することにより

法人若しくは法人間の意思形成及び法人の事業活動に少なからず影響を与え、当該法人

の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものと

考えられる。したがって、実施機関がこれらの情報を条例第６条第１項第２号に規定す

る法人情報と判断したことは至極妥当である。 

 

次に異議申立人の反対意見について、最初に、実施機関が○○○○○○○○○○○○

○○○と共謀している場合、条例第６条第１項第２号（イ）・（ウ）に該当するとの主張

について検証した。これらの規定の趣旨は、違法又は不当な事業活動により、人の生

活又は財産に対する侵害が生じ、又は生ずるおそれがある場合は当該事業活動に関す

る情報は公開することができるものとしたものであるが、当審査会は、実施機関に詳

細な聞き取り調査を行い、また、異議申立人が提出した資料についても検証したが、異

議申立人の主張するような事実を裏付ける客観的な資料、証拠は確認できなかった。 

さらに、この外、異議申立人は、○○○○○○○○に関して実施機関及び○○○○○

○○○○○○○○○○について様々な意見を述べているが、これらからも復命書を公開

すべきであるとの理由・根拠を見出すことはできなかった。 
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したがって、公開理由として条例第６条第１項第２号（イ）・（ウ）に該当するとの主

張は採用できない。 

 

６ まとめ 

 以上から、当審査会は、実施機関が復命書を法人情報に該当するとして、これを非

公開としたことは妥当であると判断し、冒頭のとおり結論する。 

 

７ 審査会の審査経過 

  当審査会の審査の経過は、次のとおりである。 

年 月 日    審査の内容等 

平成２５年 ９ 月 ９ 日 ・諮問 

平成２５年１０月１８日 ・実施機関から理由説明書が提出される。 

平成２６年 １ 月２１日 

(第１回審査会) 

・異議申立ての概要について(事務局説明の聴取） 

・実施機関の職員の意見又は説明の聴取 

平成２６年 ２ 月１８日 

(第２回審査会) 
・答申書の審議 

平成２６年 ３ 月２４日 

(第３回審査会) 
・答申書の審議 

 

８ 防府市情報公開審査会委員 

役 職 名      氏   名 

会    長 

委    員 

委  員 

委  員 

清 水   博 

藤 井 武 志 

上 田 淑 江 

新屋敷 恵美子 

 


